
令和8年度福祉職員専門課題別研修 

高齢者・障がい者虐待防止研修 開催要領 
（福井会場） 

１ 目  的 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」「障害者虐待の防止、障害者の養

護者に対する支援等に関する法律」が施行され、高齢者・障がい者福祉施設に従事する職員には、利用

者への虐待防止、適切な対応や支援などの取組みが求められています。 

 施設等利用者の権利擁護について改めて考え、虐待防止のための基本的な理解を深めることにより、

福祉職員の資質向上を図り、福祉職場の権利擁護意識を醸成するため研修会を開催します。 
 

２ 主  催  社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

 

３ 日  時  令和８年６月１８日（木）１０：００～１６：００   

 

４ 会  場  福井県社会福祉センター ２階 体育館 

        福井市光陽２丁目３－２２ 

 

５ 受講対象  県内高齢者・障がい者福祉施設・福祉事業所に勤務する職員 

 

６ 定  員  ７０人 ※定員を超えた場合、受付を締め切らせていただくことがございます。 

 

７ 受 講 料  県社協会員：５，７００円／人 

        県社協非会員：８，６００円／人 

  受講決定後に送付する「受講決定通知」到着後に、すみやかに指定口座に受講料をお振込み願います。

また、振込手数料はご負担ください。 

  なお、納入いただいた受講料は、主催者都合による休止等の場合を除き返還しません。 

資料の発送をもって代えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 
 

８ 研修日程・内容 

時 間 内 容 

９：２０～ ９：５０ 受付 

９：５０～１０：００ 開会・オリエンテーション 

１０：００～１２：００ 

【講義１】「高齢者・障がい者虐待の理解」  

・高齢者・障がい者虐待の定義を理解する。 

・高齢者・障がい者虐待の実態を知る。 

・高齢者・障がい者虐待が起こる背景と、その要因を学ぶ。 

１２：００～１３：００ 昼食・休憩 

１３：００～１６：００ 

【講義２】「利用者の尊重と権利擁護」 

・なぜ高齢者・障がい者虐待が禁止なのかを理解する。 

・権利侵害の防止と早期発見、発生時の迅速かつ適切な対応のあり方を 

学ぶ。 

 

【講義演習・事例検討】 

・虐待防止の成功事例等からその支援のあり方を学ぶ。 

・日常の利用者支援における虐待行為を検証する。 

 

［講師］ 特定非営利活動法人 ホッとスペース中原  代表 佐々木 炎 氏 

  現在法人で、主任介護支援専門員やサービス管理責任者として高齢者や障がい者の人権と尊厳の保持のケアを

育成している。また、他の法人の虐待のあった事業所の現場改革に取組みながら、東京基督教大学・上智大学グ

リーフケア人材養成講座・読売理工医療福祉専門学校等で講師を務める。社会福祉法人牧ノ原やまばと学園理事

顧問、認定介護福祉士講師を務める。各地で「看取り介護」「認知症ケア」「人間の尊厳と自立」「人材確保と育

成」等の講演を行う。 



 

９ 申込方法等 

（１） 福井県社会福祉協議会ホームページ「研修受講サポートシステム」からお申し込みください。 

このシステムは所属する事業所よりログインしていただく必要があります。 

※事業所ＩＤとパスワードは所属の事業所にご確認ください。 

研修番号は ３３５ を入力してお申し込みください。 

申込締切：５月１５日（金）まで 

 

（２）受講決定者には、後日、本会から「受講決定通知」を送付します。 

５月２９日（金）までに通知が届かない場合には、本会までお問合せください。 

 

【研修のお申込みから終了までの流れについて】 

日  程 内  容 

～５/１５ 申込締切 事業所→県社協 研修受講サポートシステムからお申込みください。 

～５/２９ 受講確定 県社協→事業所 受講決定通知を郵送いたします。 

研修 

前日までに 
受講料振込 事業所→県社協 受講料を指定の口座にお振込みください。 

６/１８ 研修当日 受講者 研修会場にて、研修資料を配付いたします。 

終了後 

1週間以内 
アンケート提出 受講者→県社協 

資料に印刷されたＱＲコードを読み取り、アンケートに

回答してください。 

 

 

１０ 個人情報の取扱い 

受講申込書等本事業において本会が取得した個人情報は、個人情報保護法および本会個人情報保護に関 

する基本方針、個人情報保護規程を遵守し、適正に取扱います。 

 

１１ その他 

 （１）研修会場へは、環境への配慮や駐車台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用になる

か受講者乗り合わせの上、お越しください。また、アイドリングストップにご協力をお願いします。 

（２）昼食は各自でご用意ください。 

（３）地震等の自然災害の発生や、感染症等拡大の状況により研修を延期等する場合の受講者への情

報提供は、本会のホームページ上で行います。https://www.f-shakyo.or.jp/ 

（４）本研修は同じ研修内容で丹南エリアにて１１月にも実施します。詳細は別途ご案内いたします。 

 

１２ 申込み・問合せ先 

＜研修申込みについて＞ 

福井県社会福祉協議会 福祉人材課 研修部門   高齢者・障がい者虐待防止研修担当 

         TEL 0776-21-2294／FAX 0776-24-4187  Mail:manp@f-shakyo.or.jp 

 

＜県社協会員申込み等について＞ 

     福井県社会福祉協議会 総務企画課 総務部門  会費担当 

TEL 0776-24-2339／FAX 0776-24-8941  Mail:somu@f-shakyo.or.jp 

  

 


